
 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆様へ 

日頃より学校教育活動にご理解・ご協力いただき、感謝申し上げます。保護者の皆様にもお子様と 

一緒にご確認いただきたいと思い、この通信を発行しておりますのでぜひお読みください。 

 

１２月になり、寒くなりました。身だしなみはどうでしょう？ブレザーのボタンもきちんと留めることができて

いますか？本校では防寒着の着用を認めていますが、最近、気になることがあるので、再度確認お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長い休みになると、どうしても様々な誘惑があります。スマホやゲーム…夜遅い時間までの使用、長時間の使

用はやめましょう。トラブルに巻き込まれる可能性もあります。家庭でのルールを守って、正しく使用するように

してください。また、冬休みは染髪やピアスなど、体を傷めるようなオシャレはやめましょう！ 

 

 

 

 

 

 

※裏面に「安心して使うためにトラブルに遭わない LINEの設定方法」を記載していますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四條畷西中学校 生徒指導通信(12月三者懇談配布用)           令和７年 12月吉日 

防寒着について    

ダウンジャケットやウインドブレーカーなど、上から羽織るものに限る。 

①登下校時のみ着用を認めます。 

※授業中や休み時間の教室・廊下では着用しないようにお願いします。 

ただし、体育や外掃除で許可された場合のみ着用を認める。 

②ブレザー（長ジャージ）の上から着用する。 

※すべての制服を着用しても寒い場合の措置ですので、ブレザーなしで防寒着を着用 

することのないようにお願いします。 

③パーカー（スウェット生地）は認めない。 

※寒さ対策には不向きですので、アウター（ダウン）などの着用をお願いします。 

〇基本的生活習慣の乱れ、トラブル防止のために友だちの家でのお泊り会は控えましょう。 

〇SNSで、「他人の悪口を言わない」「過激な写真や動画を投稿しない」「ウソか事実か分からない情報を 

広めない」 

〇お年玉を手に入れて大金を外に持ち出したり、お金の貸し借りや、「おごる」「おごられる」の関係になら 

ないようにしましょう。 

令和７年度  

冬休み生活指導申し合わせ事項 

＝非行対策と事故防止を主に＝ 

大阪府北河内地区小中学校生活指導研究協議会 

★絶対にしてはいけません★ 

   ※法に触れたり条例で規制されたりしているもの・業界の自主規制によるもの 

１． 自転車運転の危険行為（二人乗り、信号無視、車道の右側通行、傘の使用、スマホ・ゲーム機等の操作、 音

楽を聴きながらの運転、無灯火運転など） 

２． バイクの運転・同乗 

３． 薬物・危険ドラッグの所持・使用 

４． 喫煙・飲酒 

５． 火遊び 

６． 有害玩具の購入・使用（模造銃刀類・エアーガン等） 

７． 放置自転車等の使用 

８． 万引き 

９． 深夜徘徊 

１０．  賭け事 

１１． 線路への置石、軌道内への立ち入り 

１２． スプレー落書き 

１３． 子どもたちだけで、ゲームセンター・喫茶店・カラオケボックスへの出入り 

１４． アダルトサイト（出会い系サイト及びコミュニケーションサイトなど）へのアクセス 
  

★守りましょう★ 

１． 帰宅時刻を守ること。 

２． 危険な場所（道路・駐車場等）や入ってはいけないところで遊ばないこと。 

３． 遊技施設や商業施設（スケート場・ボウリング場・ショッピングモール・映画館等）へは、原則として保護者 

と行き、できるだけ早く帰宅すること。 

４． 交通ルールを守り、事故に遭わないようにする。（歩行者の右側通行、横断歩道の活用等） 

５． 外出する時は、行き先・用件・帰宅時刻・同伴者を家の人に告げ許可を得る。 

６． 知らない人の車に乗ったり、誘われてもついて行ったりしないこと。 

７． 痴漢・恐喝の被害に遭いそうになったら、まず逃げて、近くにいる人に助けを求め、警察へ届けること。  

（学校への報告も忘れない） 

８． 金品の貸し借りやおごりあいをしない。 

９． 無断外泊はもちろんのこと、用のない夜間外出はしないこと。 

１０． アルバイトは原則としてしないこと。 

１１． 図書館や市民センター等の公共施設等を利用する場合は、マナーを守ること。 

１２． スマホや携帯電話に関係したトラブルに気をつけること。（人を傷つけるような書き込み、ものの売買はし

ない等） 

自分や他人の画像をアップロードしない。 

１３． 電話による名簿などの聞き出しに注意すること。 
  

【 参考 】（令和２年６月施行：大阪府青少年健全育成条例・施行規則より） 

・ １６歳未満の者を、遊技場（ゲームセンター等）、ボウリング場、カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェ等

に、午後７時（保護者同伴の場合は午後１０時）から翌日の午前５時まで立ち入らせてはなりません。 

・ 保護者は、１６歳未満の者を通勤・通学その他正当な理由がある場合を除き、午後８時から翌日の午前４時まで外出さ

せないように努めなければなりません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


